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事案の概要

　本件は、発明の名称を「地殻様組成体の製造方法」とする特許出願の拒絶査定に対する審判請求（不服
2016−14969号）について、サポート要件違反及び進歩性欠如を理由に請求不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は、①サポート要件違反の有無、及び②進歩性（引用発明の認定の誤り）である。本件の請
求項１の記載は次のとおりである。
【請求項１】
　「炭酸カルシウムを主成分として成る炭酸カルシウム組成物と、ケイ酸塩を主成分として成るケイ酸質
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組成物と、酸化鉄系物質を主成分として成る酸化鉄組成物との焼成物より成る固相組成物であって、上
記炭酸カルシウム組成物、上記ケイ酸質組成物、及び上記酸化鉄組成物の少なくとも何れかが放射能汚
染由来であり、全体として上記固相組成物内に閉じ込められた所定値以下の濃度の放射性物質を含んで
構成されている地殻様組成体を微粉砕して成る粉砕材と、
　測定下限値を超える放射能濃度で放射性物質を含んだ動植物類、焼却灰、汚泥スラッジ、海洋泥砂、
河川泥砂、湖泥砂、街路樹木、がれき、汚染水、土砂のうちの何れか一つ以上を含む汚染材を、前記放
射性物質として含まれるセシウム及び／又はストロンチウムの気化温度未満で焼成した放射性物質を含
有する焼成汚染材と、
　を水で混練して全体として放射能濃度が法的に設定された法令基準値以下のペースト状組成物を生成
することを特徴とする地殻様組成体の製造方法。」（下線は要約者による）

判示事項

１　本願発明について
本願明細書によれば、本願発明の概要は次のとおりと認められる。
１．１　発明が解決しようとする課題

測定下限値を超える放射能濃度で放射性物質を含んだ汚染材を焼却し、生成された焼成汚染材及
び焼却灰を有効利用できる地殻様組成体の製造方法を提供することを目的とする。
また、本発明は、放射性物質を含む汚染材に含まれる有機物が腐敗、ガス化したり又は膨潤した
りすることによって地殻様組成体が脆弱化してしまうことを防止する地殻様組成体の製造方法を提
供することを目的とする。（【0005】、【0006】）
１．２　課題を解決するための手段

本発明に係る地殻様組成体の製造方法は、炭酸カルシウムを主成分として成る炭酸カルシウム組
成物と、ケイ酸塩を主成分として成るケイ酸質組成物と、酸化鉄系物質を主成分として成る酸化鉄
組成物との焼成物より成る固相組成物であって、上記炭酸カルシウム組成物、上記ケイ酸質組成物、
及び上記酸化鉄組成物の少なくとも何れかが放射能汚染由来であり、全体として上記固相組成物内
に閉じ込められた所定値以下の濃度の放射性物質を含んで構成されている地殻様組成体を微粉砕し
て成る破砕材と、測定下限値を超える放射能濃度で放射性物質を含んだ動植物類、焼却灰、汚泥ス
ラッジ、海洋泥砂、河川泥砂、湖泥砂、街路樹木、がれき、汚染水、土砂のうちの何れか一つ以上
を含む汚染材を、前記放射性物質として含まれるセシウム及び／又はストロンチウムの気化温度未
満で焼成した放射性物質を含有する焼成泥、焼成土、焼成砂、焼成がれきの何れか一つ以上を含ん
で成る焼成汚染材と、を水で混錬して全体として放射能濃度が法的に設定された法令基準値以下の
ペースト状組成物を生成することを特徴とする。（後略）（【0010】、【0011】）
１．３　発明の効果

本発明では、測定下限値を超える放射能濃度で放射性物質を含んだ動植物類、焼却灰、汚泥ス
ラッジ、海洋泥砂、河川泥砂、湖泥砂、街路樹木、がれき、汚染水、土砂等のうちの何れか一つ以
上を含む汚染材を、放射性物質の気化温度未満で焼成するので、有機物が炭化及び／又はガス化され、
焼成処理後の汚染材中には、有機物が含まれないようにすることが出来る。（後略）（【0014】〜【0016】）

２　取消事由１（サポート要件適合性についての判断の誤り）について
２．１　審決の判断

審決は、本願発明１は、少なくともセシウム及びストロンチウムを含む放射性物質を、1382℃未
満の温度（例えば1000℃）で焼成する場合を含むと解され得るが、1382℃未満の温度で焼成をすると、
「前記放射性物質として含まれるセシウム及びストロンチウム」のうちのセシウム（沸点671℃）が気


